
⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽

　

小学校 中学校

第１学年　１３，２３０円 第１学年　２５，０４０円

第２学年以上 １５，５００円 第２学年以上  ２７，３１０円

⑵
校外活動費（宿泊を伴う
ものをいう。）

３，６９０円（限度額） ６，２１０円（限度額）

⑶
新入学児童生徒学用品費
等

６４，３００円 ８１，０００円

文化部　６，０００円

運動部　２１，０００円

⑸ 生徒会費 － ４８０円

⑹ ＰＴＡ会費 ３，０００円 ３，０００円

⑺ 修学旅行費 ２２，６９０円（限度額） ６０，９１０円（限度額）

◆認定要件◆　　（１）～（１０）のいずれかに当てはまること

◆支給対象項目および支給額◆

認定審査対象者のうち当該年度４月１日において２０歳以上の者が、国民年金法（昭和３４年法
律第１４１号）第９０条に基づく国民年金保険料の全額免除、同法第９０条の２第１項に基づく
国民年金保険料の４分の３免除又は同法第９０条の２第２項に基づく国民年金保険料の半額免除
を受けているとき。

保護者等が、児童扶養手当法第４条に基づく児童扶養手当の支給を受けているとき。

前各号に掲げるもののほか、収入額が需要額の１．３倍以下のとき。

保護者等が、生活福祉資金による貸付けを受けているとき。

備考　第３号から第５号まで及び第９号は、免除又は貸付けを受けている保護者等以外の収入審査対象者
に収入がある者がいない場合に限る。

認定審査対象者のうち世帯主が、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条に基づ
く保険料の減免又は徴収の猶予を受けているとき。

認定審査対象者が、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けているとき。

収入審査対象者が、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項に基づく市町村民
税の非課税を受けているとき。

保護者等が、地方税法第３２３条に基づく市町村民税の減免を受けているとき。

保護者等が、地方税法第３６７条に基づく固定資産税の減免を受けているとき。

保護者等が、地方税法第７２条の６２に基づく個人の事業税の減免を受けているとき。

⑷
クラブ活動費
（中３は半年分）

－

費目
支給額（年額）

⑴

学用品費等（学用品費、
通学用品費及び校外活動
費（宿泊を伴わないも
の）をいう。）


